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プレホスピタル・ケアのあり方と

これからの救急救助業務

はじめに

救急業務の概要について（速報）によれば，

平成元年中の救急出場件数は265万6,934件

（前年254万7,700件），搬送人員は259万

3,753人，（前前年246万8.239人）で，前乍に比

較し，救忽出場件数で詢万9,234件（4.3％），

搬送人以で12万5.514人（5.1％）それぞれ増

加している。これは令国で ）ll平均7,279 件

1前年6,9661件，約11.9秒に1回（前年約

12.4秒に1回）の割合で救急隊が出場し，救

忽業務を実施している地域の約46 人に１人

（前年約49 人に１人）が救急隊により搬送さ

れている。

これからの件数は今後さらに増加傾向を辿

り減少する町能性はなく，救忽隊員の業務は

益々重要性を帯びて来ることになろう｡

雌近，プレホスビタル・ケアのあり方が桂

会問題となり，自治省消防庁の救急業務研究

会と厚生省の救急医療体制検討会において，

それぞれ鋭意検討されて来ている。

1. プレ ホ ス ピ タ ル ・ ケ ア に対 す る 考 え方

昭 和52 年 厚 生 省 か ら 出 さ れ た 「救 急 医 療 対

策事業実施要綱」により，初期，二次，三次

救 急 医 療 体 制 が 全国 的 に急 速 に 整 備 さ れ， 充

実 して 汞て お り．施 設 は ほ ぼ 予 定 数 を 満 た し，
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今後は数より賃の時代を迎えるに令ってい

る。 こ の よ う に病 院内 あ る い は 診療 所 内 で の

救急 医 療 は， 完 令 と はい え ない まで も，10 年

前 と 比較 して かな りの 進 歩 が み ら れ てい る

し か し， 救 急 現 場 あ る い は 搬 送 途 上 の医 療 に

閠 す る問 題は ， 残 念な こ と に現 在 まで い ず れ

にお い て も討 誕 さ れて お ら ず ， 医 療 の空 白 地

帶 で あ っ た｡

最 近， 各 地 に 設 立 さ れ た 救 命 救 急 七 ン タ ー

では，年々川力�傾向にあるＤＤA(ｄｅａｄ ｏｎ

arrival―束院時心肺停白患者の治疲に多く

の時 問 とエ ネル ギ ー を さ か な け れ ば な ら な く

なって来た。　しかしその救命率を欧米諸国と

比較してみると,分けとなるべき症例の差（わ

が国 で は 末期 癌 症 例や 寝 た き り老 人 な ど の急

変症 例が 数多 く含 ま れて い る) は あ る もの の ，

か な り低 率 で あ る こ と か ら プ レ ホ ス ピ タ ル ・

ケア(Prｅｈｏｓｐｌtａｌ ｃａrｅ一病院前治療)に問

題が あ る の で は な い か と い う 意 見が 多 くあ っ

た。 特 に 実際 ， 日 夜 重 篤 な 救急 患 軒 に対 応 し

て い る 救 命 救急 セ ン タ ーの 医 師 た ちか ら の 発

言が川立っていた。

日 本救 急 医 学 会救 急 隊 貝 部 会 で も救 忽 隊 只

の 能力 開 発 に積 極 的 に 努力 を し て 來 て い な ，

また 西宮 や 会津 若 松 な どで は ド ク タ ーカ ーを

走 らせ ， 医 師 に よ り出 来る 限 り 早期 に 治 療 を

３



開始出来るよう積極的に出動しているのも注

目に値する。しかし,このようなドクターカー

システムは極めて重要であり，是非すすめな

ければならないシステムであるが，現在，こ

のシステムを取り入れている地区は数か所に

すぎない。その原囚として，

1） 医師であれば誰でもよいというものでは

なく，ある程度全身（綜合的）医療に精通

している救急医が望ましいが，残念ながら

数が少ない。

2）　ドライバーの不足もこのシステムの推進

をはばんでいる。

3）119 番要請のすべてに医師が出動するべ

きか，重症例にのみ出助すべきか，一定の

見解がない。前者であれば，例えば東京都

では年問39万件近い出場要請には物理的に

対応できないし，後者であれば，何処で，

誰が選択するのかという問題もある。

4） 患者の立場に立つと，ある場合には医師

が行き，ある場合には救急隊員のみという

不公平を生む。等である。

２　東京消防庁救急業務懇談会専門分科会の

中間報告書から

東京消防庁救急業務懇談会専門分科会は

｢呼吸・循環不全に陥った傷病者に対する救

急隊貝の行う救急処置はいかにあるべきか｣

について６回にわたり検討し，平成元年７月

に中問報告書をまとめた。それによると，次

のような事項が検討されている

○重症救急患者の社会復帰率を高めるために

解決すべき課題

（1）　傷病者観察方法について

ア　傷病者継続観察及び観察記録機器の

必要性

－
４

イ　 気 道 内 深 部 に あ る 異 物 確 認 用資 器 材

の 必 要 性

ウ　 呼 吸 音 ・心 台 観察 資 器 材 の 必 要 性

工　 血圧 計 の 機 能向 上 の必 要性

（2） 救 急 処 雌 に つい て

ア　 新 た な 異 物 除 去方 法 の 必 要 性

イ　 新 た な気 道 確 保 の 必 要 性

ウ　 新 た な心 肺 そ 生 法 導 入 の 必 要 性

工　 長 時 間 に わた る 胸 骨 圧 迫 心 マ ッ サ ー

ジ 法 の 導 入 の 必 要 性

さら に， こ れら を行 う に当 っ て 救 急 処 置 の 見

直 し を図 る必 要が あ る と し てい る。

（1）　傷病者観察の方法

ア　 聴 診 器

聴診器は血圧計とともに基本的な観察資

器 材 で あ り ， 傷 病 者 の 心 音 ， 呼 吸 音 を確 実

に 把 握 す る こ と が で き ， 重 要 な 役 割 を果 た

す もの であ る。

イ　 喉 頭 鏡

喉 頭 鏡 は ， 気 道 内 深 部 の 異 物 を 確 認 す る

う えで 効 果 的 な もの で あ る 。 但 し， 扱 い 方

に よ り 口 腔 内 を 損 傷 す る 可 能 性 が あ る の

で ， 操 業 に 当 っ て そ の 習 熟 が 必 要 で あ り，

ま た， ブ レ ード の 型 につ い て さら に検 討 す

る必 要 が あ る 。

ウ　 呼 吸 ・心 電 図 モニ タ ー

呼 吸 ・心 電 図 モニ タ ー は現 在， 救 急 活 助

専 用 に 開 発 さ れ た も の は ない が， 救 急 処 置

と 併 行 し 観 察が 行 え る唯 一 の資 器 材 であ り

導 入 す る必 要 が あ る。

エ　 救急 活動 に即 し た 血圧 計

救急 活 動 の 実 態 に 見合 っ た タイ コ ス 式 の

血 圧 計 の 導 入 や ， オシ ロ メ ト リ ー 方式 に よ

る 記 録 機 能 を 持 ち 合 わ せ た もの 等 に つ い て

検 討 す る 必 要 があ る 。
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（2） 救急処理

ア　マギール鉗子による異物除去

イ　経鼻エアウエイ

ウ　電気的徐細動

除細動器そのものが除細動の適応可否を

検出判断し，実に自動的に除細動を行う機

器が開発されており，この自動式除細動機

器の導入について検討する必要がある。

エ　気竹内挿管

将来，救急隊貝による気管内挿管が実施

可能となれば，現行の気道確保処置に比較

して確実性において優れており，ＣＰＲ の

効果が更に高まり救命への道が大きく開か

れることが期侍できる。しかし，傷病者の

状態により合併症発生の恐れもあることか

ら，導入に当っては慎重な検討が必要であ

る。

オ　自動式心マッサージ機による胸骨圧

辿心マッサージ

これらの事項を提言しているわけである。

３　救急業務研究会小委員会報告一救命率向

上のための方策についてー から

東京消防庁救急業務懇談会専門分科会の中

間報告書は関係者の倒で話題と呼び，マスコ

ミを含めて大論争になった。賛否両論あるな

かで，自治省消防庁は休眠状態であった救急

業務研究会を復活させ，救急隊貝の行う応急

い，平成２年11月26 日に「救急業務研究会小

委員会報告一救命率向上のための方策につい

て」を提出し，本研究会の承認を受けた。

巻末資料（Ｐ.45 ）にその全文を掲載する。

本報告では，3.救急隊員の行う応急処置の

範囲の拡大等，（1）応急処置等の範囲の拡大，

ア　早急に実施すべき応急処置等として，血

圧測定, 聴診器の使用，パルスオキシメータ，

心電計及び心電図伝送装置の使用，経鼻エア

ウエイ，喉頭鏡及び異物除去に適した鉗子の

使用，ショックパンツの使用，自動式心マッ

サージ器の使用を挙げ，これらに対する教育

訓練は，救急業務に関する講習を含め250 時

問程度と必要とするとしている。また，イ

心肺停止状態に陥った傷病者に対する応急処

置として半自動式除細動器の使用，末柑静脈

を確保して輸液，ツーウェイチューブ等を使

用しての気道確保，この場合気管内チューブ

による気道確保については引き続き検討する

こととしている。

さらにこれらは，新たな国家資格制度が設

けられた場合 に救急隊員がこの資格を取得

し，医師の指導のもとにこれを行うことに

なっている。そのために，実務経験が５年程

度または2,000 時間以上の救急隊貝に対し，

救急業務に関する講習を含め1､000時 間程度

の教育訓練が必要としている。

処置の範囲の拡大，救急隊貝に対する教育訓　　 ４　厚生省救急医療体制検討会小委員会報告

練と認定システム等について。小委貝会を設　　　 「救急患者の救命率向上のために－ＤＯＡ

け検討を開始した。　　　　　　　　　　　　　　　患者を中心に緊急に取り組むべき方策につ

その結果，平成２年８月21日，救急業務研　　　いて」から

究会小委貝会中間報告一 救命率向上のため　　　 さらに現在，再び小委員会を設けて「救急

の方策について―を提出した。　　　　　　　隊員の行う応急手当の範囲の拡大及び救急医

さらに，この小委貝会は計11回の討議を行　　療に係る新たな資格制度」について検討を加
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えている。特に「救急救命士」の名種，国家

試験制度等が検討されよう。

５　救急救助業務の今後のあり方

このような経緯で「救急救命士」が誕生す

ることになった。教青カリキュラム等につい

てはさらに早速に検討されることになろう。

今後は，今まで以上に医師あるいは医療機

-

関との連携を強化して行かなければならない

し，これらの応急処置を効果的に確実に実行

するためには救急車の開発も避けられないと

ころである。また救急隊の組織がえも必要に

なってくるかも知れない。

ここに示された教育指針に沿って全国の救

急隊が飛躍されることを期待している。

６ － 消防科学と情報
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